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バリアフリー化推進功労者表彰要領の一部改正について 

 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

バリアフリーに関する関係閣僚会議決定案 

 

 

バリアフリー化推進功労者表彰要領（平成１３年１１月６日バリア

フリーに関する関係閣僚会議決定）の一部を次のように改正する。 

 

 題名を次のように改める。 

 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰要領 

第１項中「高齢者、障害者」の次に「、妊婦や子ども連れの人」を

加え、「ハード面、ソフト面を含めた社会全体のバリアフリー化」を

「ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザイン」に、

「バリアフリー化に関する」を「バリアフリー・ユニバーサルデザイ

ンに関する」に改める。 

第２項中「バリアフリー化（ユニバーサルデザインの推進を含む。）」

を「バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進」に改める。 
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改正案 現行 

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進

功労者表彰要領 
 
 
 
１．目的 
 この表彰は、高齢者、障害者、妊婦や子

ども連れの人を含むすべての人が安全で快

適な社会生活を送ることができるよう、ハ

ード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバ

ーサルデザインを効果的かつ総合的に推進

する観点から、その推進について顕著な功

績又は功労のあった個人又は団体を顕彰

し、もって、バリアフリー・ユニバーサル

デザインに関する優れた取組を広く普及さ

せることを目的とする。 
 
２．表彰の対象 
 バリアフリー・ユニバーサルデザインの

推進に関して、施設の整備、製品の開発、

推進・普及のための活動等において、極め

て顕著な、又は特に功績又は功労のあった

個人又は団体 

 

３～８．（略） 

バリアフリー化推進功労者表彰要領 
 
 
 
 
１．目的 
 この表彰は、高齢者、障害者を含むすべ

ての人が安全で快適な社会生活を送ること

ができるよう、ハード面、ソフト面を含め

た社会全体のバリアフリー化を効果的かつ

総合的に推進する観点から、その推進につ

いて顕著な功績又は功労のあった個人又は

団体を顕彰し、もって、バリアフリー化に

関する優れた取組を広く普及させることを

目的とする。 
 
 
２．表彰の対象 
 バリアフリー化（ユニバーサルデザイン

の推進を含む。）に関して、施設の整備、製

品の開発、推進・普及のための活動等にお

いて、極めて顕著な、又は特に功績又は功

労のあった個人又は団体 

 
３～８．（略） 

 

 


